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香川県公職選挙運動公営等実施規程の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和４年７月13日 

                                            香川県選挙管理委員会委員長  藤  本  邦  人   

香川県選挙管理委員会規則第１号 

   香川県公職選挙運動公営等実施規程の一部を改正する規則 

 香川県公職選挙運動公営等実施規程（昭和30年香川県選挙管理委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

（掲載文の申請） （掲載文の申請） 

第38条 候補者が法第1 6 8条第１項又は選挙公報条例第３条第１項の規定に

よる申請をしようとするときは、別記第18号様式の申請書に県委員会の交

付する別記第18号様式の２の用紙（以下「掲載文原稿用紙」という。）１

枚に記載した掲載文１通又は掲載文原稿用紙に記載する内容を県委員会が 

定める方式により記録した電磁的記録媒体（県委員会が定めるものに限る。 

以下同じ。）による掲載文１点を添えてしなければならない。 

第38条 候補者が法第1 6 8条第１項又は選挙公報条例第３条第１項の規定に

よる申請をしようとするときは、別記第18号様式の申請書に県委員会の交

付する別記第18号様式の２の用紙（以下「掲載文原稿用紙」という。）１

枚に記載した掲載文１通又は掲載文原稿用紙に準ずるものとして県委員会

が定めるところによる電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知

覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子

計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）に記録し

た掲載文１点を添えてしなければならない。 

２ 知事又は県の議会の議員の候補者が法1 6 8条第１項又は選挙公報条例第

３条第１項の規定による申請をするときは、前項の掲載文に写真を添付す

るものとする。 

３ 略 

 

(１) 略  

(２) 電磁的記録媒体による掲載文に添付するもの 前号に準ずるものと

して県委員会が定めるところによる記録 

２ 知事又は県の議会の議員の候補者が法1 6 8条第１項又は選挙公報条例第

３条第１項の規定による申請をするときは、その掲載文に写真を添付する

ものとする。 

３ 法第1 6 8条第１項又は前項の規定により、候補者が掲載文に添付する写

真は、次の各号に掲げるものでなければならない。 

(１) 略  

(２) 第１項の電磁的記録による掲載文に添付するもの 前号に準ずるも

のとして県委員会が定めるところによる電磁的記録 

 

（掲載文の記載等） 

第39条 略 

２～４ 略 

５ 前２項の規定は電磁的記録媒体による掲載文について準用する。この場

合において、前２項中「記載」とあるのは「記録」と、第３項中「掲載文

原稿用紙の氏名欄」とあるのは「氏名を記録すべきものとして県委員会が

指定する箇所」と、前項中「掲載文原稿用紙の政見等の記載欄」とあるの

 

（掲載文の記載等） 

第39条 略 

２～４ 略 

５ 前２項の規定は前条第１項の電磁的記録による掲載文について準用する。 

この場合において、前２項中「記載」とあるのは「記録」と、第３項中「

掲載文原稿用紙の氏名欄」とあるのは「氏名を記録すべきものとして県委

員会が指定する箇所」と、前項中「掲載文原稿用紙の政見等の記載欄」と
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は「政見等を記録すべきものとして県委員会が指定する箇所」と読み替え

るものとする。 

あるのは「政見等を記録すべきものとして県委員会が指定する箇所」と読

み替えるものとする。 

  

  

第20号様式の６（第50条の５関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その２・その３ 略 

 

第20号様式の６（第50条の５関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その２・その３ 略 

 

  その１（選挙運動用自動車使用証明書（自動車）） 

選挙運動用自動車使用証明書 

（自 動 車） 

 次のとおり選挙運動用自動車を使用したものであることを証明します。 

      年  月  日 

        年  月  日執行   選挙（   選挙区） 

候補者           

記 

 略  

備考 

１ この証明書は、使用の実績に基づいて、運送事業者等ごとに別々に作成し、

候補者から運送事業者等に提出してください。 

２ 運送事業者等が県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付して

ください。 

３ この証明書を発行した候補者について供託物が没収された場合には、運送事

業者等は、県に支払を請求することはできません。 

４ 公費負担の限度額は、選挙運動用自動車１台につき１日当たり次の金額まで

です。 

(１) 一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約による場合  64,500円 

(２) (１)以外の場合                    16,100円 

５ 同一の日において一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約（「運送等契 

 約区分」欄の１）とそれ以外の契約（「運送等契約区分」欄の２）とのいずれ 

 もが締結された場合には、公費負担の対象となるのは候補者の指定する一の契

約に限られていますので、その指定をした一の契約のみについて記載してくだ

さい。 

６ 同一の日において一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約又はそれ以外

の契約により２台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、公費負担の

対象となるのは候補者の指定する１台に限られていますので、その指定をした

１台のみについて記載してください。 

７ ５の場合には候補者の指定した契約以外の契約及び６の場合には候補者の指

定した選挙運動用自動車以外の選挙運動用自動車については、県に支払を請求

することはできません。 

  

 その１（選挙運動用自動車使用証明書（自動車）） 

選挙運動用自動車使用証明書 

（自 動 車） 

 次のとおり選挙運動用自動車を使用したものであることを証明します。 

      年  月  日 

        年  月  日執行   選挙（   選挙区） 

候補者           

記 

 略  

備考 

１ この証明書は、使用の実績に基づいて、運送事業者等ごとに別々に作成し、

候補者から運送事業者等に提出してください。 

２ 運送事業者等が県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付して

ください。 

３ この証明書を発行した候補者について供託物が没収された場合には、運送事

業者等は、県に支払を請求することはできません。 

４ 公費負担の限度額は、選挙運動用自動車１台につき１日当たり次の金額まで

です。 

(１) 一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約による場合  64,500円 

(２) (１)以外の場合                    15,800円 

５ 同一の日において一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約（「運送等契 

 約区分」欄の１）とそれ以外の契約（「運送等契約区分」欄の２）とのいずれ 

 もが締結された場合には、公費負担の対象となるのは候補者の指定する一の契

約に限られていますので、その指定をした一の契約のみについて記載してくだ

さい。 

６ 同一の日において一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約又はそれ以外

の契約により２台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、公費負担の

対象となるのは候補者の指定する１台に限られていますので、その指定をした

１台のみについて記載してください。 

７ ５の場合には候補者の指定した契約以外の契約及び６の場合には候補者の指

定した選挙運動用自動車以外の選挙運動用自動車については、県に支払を請求

することはできません。 
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第20号様式の７（第50条の５関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第20号様式の７（第50条の５関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （ビラ作成証明書） 

ビ ラ 作 成 証 明 書 

 次のとおりビラを作成したものであることを証明します。 

      年  月  日 

年  月  日執行   選挙（   選挙区）        

候補者           

記 

 
ビラ作成業者の氏名又は名称及び住所並びに
法人にあっては、その代表者の氏名 

  

 作    成    枚    数 枚  

 作    成    金    額 円  

 備              考   

備考 

 １ この証明書は、作成の実績に基づいて、ビラ作成業者ごとに別々に作成し、

候補者からビラ作成業者に提出してください。 

 ２ ビラ作成業者が県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付して

ください。 

 ３ この証明書を発行した候補者について供託物が没収された場合には、ビラ作

成業者は、県に支払を請求することはできません。 

 ４ １人の候補者を通じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ

く公費負担の限度額は、次のとおりです。 

  (１) 枚数 

   イ 香川県議会の議員の選挙 16,000枚 

   ロ 香川県知事の選挙 13万枚 

  (２) 限度額 

   イ 確認書により確認された作成枚数が５万枚以下の場合 

    ７円51銭（単価）×確認書により確認された作成枚数＝限度額 

   ロ 確認書により確認された作成枚数が５万枚を超える場合 

 375,500円＋５円２銭×
確認書により確認された 
作成枚数－５万枚    

＝ 単価 
 
…１銭未満の
端数は切上げ  確認書により確認された作成枚数 

    単価×確認書により確認された作成枚数＝限度額  

 （ビラ作成証明書） 

ビ ラ 作 成 証 明 書 

 次のとおりビラを作成したものであることを証明します。 

      年  月  日 

年  月  日執行   選挙（   選挙区）        

候補者           

記 

 
ビラ作成業者の氏名又は名称及び住所並びに
法人にあっては、その代表者の氏名   

 作    成    枚    数 枚  

 作    成    金    額 円  

 備              考   

備考 

 １ この証明書は、作成の実績に基づいて、ビラ作成業者ごとに別々に作成し、

候補者からビラ作成業者に提出してください。 

 ２ ビラ作成業者が県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付して

ください。 

 ３ この証明書を発行した候補者について供託物が没収された場合には、ビラ作

成業者は、県に支払を請求することはできません。 

 ４ １人の候補者を通じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ

く公費負担の限度額は、次のとおりです。 

  (１) 枚数 

   イ 香川県議会の議員の選挙 16,000枚 

   ロ 香川県知事の選挙 13万枚 

  (２) 限度額 

   イ 確認書により確認された作成枚数が５万枚以下の場合 

    ７円73銭（単価）×確認書により確認された作成枚数＝限度額 

   ロ 確認書により確認された作成枚数が５万枚を超える場合 

 386,500円＋５円18銭×
確認書により確認された 
作成枚数－５万枚    

＝ 単価 
 
…１銭未満の
端数は切上げ  

確認書により確認された作成枚数 

    単価×確認書により確認された作成枚数＝限度額 
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第20号様式の８（第50条の５関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第20号様式の８（第50条の５関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （ポスター作成証明書） 

ポ ス タ ー 作 成 証 明 書              

 次のとおりポスターを作成したものであることを証明します。 

      年  月  日 

        年  月  日執行   選挙（   選挙区） 

候補者           

記 

 
ポスター作成業者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては、その代表者の氏名 
  

   作    成    枚    数 枚  

   作    成    金    額 円  

 
当該選挙区（当該選挙が行われる区域）におけ
るポスター掲示場数 

  

備考 

１ この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成

し、候補者からポスター作成業者に提出してください。 

２ ポスター作成業者が県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付

してください。 

３ この証明書を発行した候補者について供託物が没収された場合には、ポスタ

ー作成業者は、県に支払を請求することはできません。 

４ １人の候補者を通じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ

く公費負担の限度額は、次のとおりです。 

(１) 枚数 

当該選挙区（当該選挙が行われる区域）のポスター掲示場数×２枚 

(２) 限度額 

イ 当該選挙区（当該選挙が行われる区域）のポスター掲示場数が500以下

の場合 

 
310,500円＋525円６銭×ポスター掲示場数 

＝単価…１円未満の端数 
    は切上げ ポ ス タ ー 掲 示 場 数 

単価×確認された作成枚数＝限度額 

ロ 当該選挙区（当該選挙が行われる区域）のポスター掲示場数が500を超

える場合 

 573,030円＋27円50銭×(ポスター掲示場数－500） 
＝単価…１円未満 
   の端数は切 
   上げ  

ポ ス タ ー 掲 示 場 数 

単価×確認された作成枚数＝限度額 
     

  

  （ポスター作成証明書） 

ポ ス タ ー 作 成 証 明 書              

 次のとおりポスターを作成したものであることを証明します。 

      年  月  日 

        年  月  日執行   選挙（   選挙区） 

候補者           

記 

 
ポスター作成業者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては、その代表者の氏名 
  

   作    成    枚    数 枚  

   作    成    金    額 円  

 
当該選挙区（当該選挙が行われる区域）におけ
るポスター掲示場数 

  

備考 

１ この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成

し、候補者からポスター作成業者に提出してください。 

２ ポスター作成業者が県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付

してください。 

３ この証明書を発行した候補者について供託物が没収された場合には、ポスタ

ー作成業者は、県に支払を請求することはできません。 

４ １人の候補者を通じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ

く公費負担の限度額は、次のとおりです。 

(１) 枚数 

当該選挙区（当該選挙が行われる区域）のポスター掲示場数×２枚 

(２) 限度額 

イ 当該選挙区（当該選挙が行われる区域）のポスター掲示場数が500以下

の場合 

 
316,250円＋541円31銭×ポスター掲示場数 

＝単価…１円未満の端数 
    は切上げ ポ ス タ ー 掲 示 場 数 

単価×確認された作成枚数＝限度額 

ロ 当該選挙区（当該選挙が行われる区域）のポスター掲示場数が500を超

える場合 

 586,905円＋28円35銭×(ポスター掲示場数－500） 
＝単価…１円未満 
   の端数は切 
   上げ  

ポ ス タ ー 掲 示 場 数 

単価×確認された作成枚数＝限度額 
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第20号様式の９（第50条の６関係） 

その１・（別紙）その１ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その２ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第20号様式の９（第50条の６関係） 

その１・（別紙）その１ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その２ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別紙）その２ 
請 求 内 訳 書                

（一般乗用旅客自動車運送事業者以外の者との契約により自動車を使用した場合） 
 (１) 自動車の借入れ 

使用年月日 借 入 金 額        (ア) 基 準 限 度 額          (イ) 
請求
金額 

備 考 

年 月 日 （ ）円×１台＝ 円 15,800円×１台＝15,800円 円  

年 月 日 （ ）円×１台＝ 円 15,800円×１台＝15,800円 円  

年 月 日 （ ）円×１台＝ 円 15,800円×１台＝15,800円 円  

年 月 日 （ ）円×１台＝ 円 15,800円×１台＝15,800円 円  

年 月 日 （ ）円×１台＝ 円 15,800円×１台＝15,800円 円  

年 月 日 （ ）円×１台＝ 円 15,800円×１台＝15,800円 円  

年 月 日 （ ）円×１台＝ 円 15,800円×１台＝15,800円 円  

計   円  

備考 「請求金額」欄には、(ア)又は(イ)のうちいずれか少ない方の額を記載してくだ
さい。 

 (２) 燃料代 

略 

 備考 
１～４ 略 

 (３) 運転手 

略 

備考 略  

（別紙）その２ 
請 求 内 訳 書                

（一般乗用旅客自動車運送事業者以外の者との契約により自動車を使用した場合） 
 (１) 自動車の借入れ 

使用年月日 借 入 金 額        (ア) 基 準 限 度 額          (イ) 
請求
金額 備 考 

年 月 日 （ ）円×１台＝ 円 16,100円×１台＝16,100円 円  

年 月 日 （ ）円×１台＝ 円 16,100円×１台＝16,100円 円  

年 月 日 （ ）円×１台＝ 円 16,100円×１台＝16,100円 円  

年 月 日 （ ）円×１台＝ 円 16,100円×１台＝16,100円 円  

年 月 日 （ ）円×１台＝ 円 16,100円×１台＝16,100円 円  

年 月 日 （ ）円×１台＝ 円 16,100円×１台＝16,100円 円  

年 月 日 （ ）円×１台＝ 円 16,100円×１台＝16,100円 円  

計   円  

備考 「請求金額」欄には、(ア)又は(イ)のうちいずれか少ない方の額を記載してくだ
さい。 

 (２) 燃料代 

略 

 備考 
１～４ 略 

 (３) 運転手 

略 

備考 略  

 （別紙） 

請 求 内 訳 書                

作  成  金  額 基 準 限 度 額 請  求  金  額 

備  考 
単価
 

(Ａ)

枚数
 

(Ｂ)

金   額 
(Ａ)×(Ｂ)＝ 

(Ｃ) 

単価
 

(Ｄ)

枚数
 

(Ｅ)

金   額 
(Ｄ)×(Ｅ)＝ 

(Ｆ) 

単価
 

(Ｇ)

枚数
 

(Ｈ)

金   額 
(Ｇ)×(Ｈ)＝ 

(Ｉ) 

円 枚 円 円 枚 円 円 枚 円 
 

 備考 

  １ (Ｄ)欄には、次により算出した額を記載してください。 

   (１) 確認書により確認された作成枚数が５万枚以下の場合 ７円51銭 

   (２) 確認書により確認された作成枚数が５万枚を超える場合 

 375,500円＋５円２銭× 
確認書により確認された 
作成枚数－５万枚     

…１銭未満の端数は 
 切上げ  確認書により確認された作成枚数 

  ２ (Ｅ)欄には、確認書により確認された作成枚数を記載してください。 

  ３ (Ｇ)欄には、(Ａ)欄と(Ｄ)欄とを比較して少ない方の額を記載してください。 

  ４ (Ｈ)欄には、(Ｂ)欄と(Ｅ)欄とを比較して少ない方の枚数を記載してください。  

 （別紙） 

請 求 内 訳 書                

作  成  金  額 基 準 限 度 額 請  求  金  額 

備  考 
単価
 

(Ａ)

枚数
 

(Ｂ)

金   額 
(Ａ)×(Ｂ)＝ 

(Ｃ) 

単価
 

(Ｄ)

枚数
 

(Ｅ)

金   額 
(Ｄ)×(Ｅ)＝ 

(Ｆ) 

単価
 

(Ｇ)

枚数
 

(Ｈ)

金   額 
(Ｇ)×(Ｈ)＝ 

(Ｉ) 

円 枚 円 円 枚 円 円 枚 円 
 

 備考 

  １ (Ｄ)欄には、次により算出した額を記載してください。 

   (１) 確認書により確認された作成枚数が５万枚以下の場合 ７円73銭 

   (２) 確認書により確認された作成枚数が５万枚を超える場合 

 386,500円＋５円18銭× 確認書により確認された 
作成枚数－５万枚     

…１銭未満の端数は 
 切上げ  確認書により確認された作成枚数 

  ２ (Ｅ)欄には、確認書により確認された作成枚数を記載してください。 

  ３ (Ｇ)欄には、(Ａ)欄と(Ｄ)欄とを比較して少ない方の額を記載してください。 

  ４ (Ｈ)欄には、(Ｂ)欄と(Ｅ)欄とを比較して少ない方の枚数を記載してください。  
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 その３ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その３ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 （別紙） 

請 求 内 訳 書                

選挙区（選挙

が行われる区

域）における

ポスター掲示

場数 

作成金額 基準限度額 請求金額 
 

 

単価

(Ａ) 

枚数

(Ｂ) 

金額 

(Ａ)×(Ｂ)

＝(Ｃ) 

単価 

(Ｄ) 

枚数

(Ｅ) 

金額 

(Ｄ)×(Ｅ)

＝(Ｆ) 

単価

(Ｇ) 

枚数

(Ｈ) 

金額 

(Ｇ)×(Ｈ)

＝(Ｉ) 

備考 

箇所 円 枚 円 円 枚 円 円 枚 円

備考 

１ 「ポスター掲示場数」の欄には、ポスター作成証明書の「当該選挙区（当該選挙

が行われる区域）におけるポスター掲示場数」欄に記載されたポスター掲示場数を

記載してください。 

２ (Ｄ)欄には、次により算出した額を記載してください。 

イ 当該選挙区（当該選挙が行われる区域）におけるポスター掲示場数が500以下

の場合 

310,500円＋525円６銭×ポスター掲示場数 
…１円未満の端数は切上げ 

ポ ス タ ー 掲 示 場 数 

ロ 当該選挙区（当該選挙が行われる区域）におけるポスター掲示場数が500を超

える場合 

573,030円＋27円50銭×（ポスター掲示場数－500） …１円未満の端数は 

 切上げ ポ ス タ ー 掲 示 場 数 

３ (Ｅ)欄には、確認書により確認された作成枚数を記載してください。 

４ (Ｇ)欄には、(Ａ)欄と(Ｄ)欄とを比較して少ない方の額を記載してください。 

５ (Ｈ)欄には、(Ｂ)欄と(Ｅ)欄とを比較して少ない方の枚数を記載してください。 

  

 （別紙） 

請 求 内 訳 書                

選挙区（選挙

が行われる区

域）における

ポスター掲示

場数 

作成金額 基準限度額 請求金額 
 

 

単価

(Ａ) 

枚数

(Ｂ) 

金額 

(Ａ)×(Ｂ)

＝(Ｃ) 

単価 

(Ｄ) 

枚数

(Ｅ) 

金額 

(Ｄ)×(Ｅ)

＝(Ｆ) 

単価

(Ｇ) 

枚数

(Ｈ) 

金額 

(Ｇ)×(Ｈ)

＝(Ｉ) 

備考 

箇所 円 枚 円 円 枚 円 円 枚 円

備考 

１ 「ポスター掲示場数」の欄には、ポスター作成証明書の「当該選挙区（当該選挙

が行われる区域）におけるポスター掲示場数」欄に記載されたポスター掲示場数を

記載してください。 

２ (Ｄ)欄には、次により算出した額を記載してください。 

イ 当該選挙区（当該選挙が行われる区域）におけるポスター掲示場数が500以下

の場合 

316,250円＋541円31銭×ポスター掲示場数 
…１円未満の端数は切上げ 

ポ ス タ ー 掲 示 場 数 

ロ 当該選挙区（当該選挙が行われる区域）におけるポスター掲示場数が500を超

える場合 

586,905円＋28円35銭×（ポスター掲示場数－500） …１円未満の端数は 

 切上げ ポ ス タ ー 掲 示 場 数 

３ (Ｅ)欄には、確認書により確認された作成枚数を記載してください。 

４ (Ｇ)欄には、(Ａ)欄と(Ｄ)欄とを比較して少ない方の額を記載してください。 

５ (Ｈ)欄には、(Ｂ)欄と(Ｅ)欄とを比較して少ない方の枚数を記載してください。 

  


